
北谷町宿泊事業者支援給付金交付事業　よくある質問（FAQ）

令和３年９月２７日時点

番号 分類 質問内容 回答 備考

1 趣旨
新型コロナウイルス感染症対策に係

る費用とは。

安全安心な観光地づくりのための新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止のために使用

する消毒液やマスク、抗原検査キットといっ

た消耗品、密接回避のためのパネルの購入の

ための費用をいいます。

2 趣旨
観光客の誘客に係るプロモーション

の費用とは。

安全安心な観光地をアピールすることで観光

需要を喚起するために行うプロモーションに

かかる費用をいいます。

3 対象者
旅館業法第３条第１項の許可を受け

て町内で宿泊施設を営む者とは。

旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営

業を営むため、沖縄県中部保健所から営業の

許可を受け、町内で当該宿泊施設（以下、

「旅館・ホテル等」という。）を営む者をい

います。

4 対象者

住宅宿泊事業法第３条第１項の届出

をして町内で宿泊施設を営む者と

は。

宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させるため、

沖縄県中部保健所に当該事業を営む旨の届出

を行い、町内で当該宿泊施設（以下「民泊施

設」という。）を営む者をいいます。

5 対象者

令和３年９月２日以降に沖縄県から

営業の許可を受け旅館・ホテル等を

営んでいる、または沖縄県に営業の

届出を行い民泊施設を営んでいる

が、対象になるか。

対象になりません。旅館・ホテル等について

は、令和３年９月１日までに沖縄県から許可

を受けていることが必要になる。また、民泊

施設 については、令和３年９月１日までに

沖縄県に営業の届出を行う必要があります。

6 対象者

まだ沖縄県から許可を受けていない

または、届出を行っていないが、対

象になるか。

対象にはなりません。

7 対象者
既に廃業しているが、対象になる

か。
対象にはなりません。
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8 対象者

宿泊施設は町内にあるが、個人事業

主で町外に住んでいる、または法人

登記の住所が町外だが対象になる

か。

対象になります。

10
支援給付

金の額
宿泊定員とは。

旅館・ホテル等の営業許可を得るために沖縄

県に届け出た宿泊できる人数をいいます。

なお、民泊施設については、宿泊定員を一律

４人とします。

11
支援給付

金の額

当初、沖縄県に届出を行った後、宿

泊定員に変更があったが、沖縄県に

変更の届出を行っていない。その場

合、宿泊定員はどうしたらよいか。

本事業については、基準日を令和３年９月１

日としているため、当該基準日時点で届け出

ている宿泊定員を記入することになります。

12
支援給付

金の額
なぜ2,000円なのか。

沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課が公表

している「平成３１年度の観光収入につい

て」を参考に、沖縄に来た観光客の宿泊に関

する消費額及び平均滞在日数等から基準額

2,000円としております。

13
支援給付

金の額

なぜ民泊施設は宿泊定員を４人とし

ているのか。

観光庁が公表している「住宅宿泊事業の宿泊

実績について」を参考に、沖縄県における年

間１民泊施設の延べ宿泊者数及び宿泊日数か

ら１泊当たりの平均宿泊者数を得て４人とし

ております。

14
支援給付

金の額
下限額はなぜ１０万円か。

沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課が公表

している「平成３１年度の観光収入につい

て」を参考に、沖縄に来た観光客の宿泊に関

する消費額及び１部屋当たりの平均宿泊者数

等から算出しております。

16
支援給付

金の額

旅館・ホテル及び民泊施設を営んで

いるが、その場合の下限額はどうな

るか。

旅館・ホテル及び民泊施設の両方を営んでい

ても下限額は１０万円となります。
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17 提出書類
申請書兼請求書に記入する申請者と

は誰を指すのか。

本事業における申請者とは、沖縄県から許可

を得た者または、届出を行った者をいいま

す。

18 提出書類

町内に9か所以上宿泊施設を所有して

いるが、申請書兼請求書の別紙の表

は修正して使用してよいのか。

申請書兼請求書の別紙1枚に記入が収まらな

い場合は、新しい別紙様式に続けて記入して

ください。様式を修正し、枠を増やす等は行

わないようにお願いいたします。

19 提出書類

町内で複数宿泊施設を営んでいる

が、旅館業営業許可証または住宅宿

泊事業に係る届出番号を確認できる

書類は、各宿泊施設分全て必要か。

旅館業法及び住宅宿泊事業法に従った宿泊施

設であるか確認するため、全て必要となりま

す。

23 提出書類

各宿泊施設の旅館業許可証の写しま

たは住宅宿泊事業に係る届出番号を

確認できる書類を紛失してしまった

が、どうしたらよいか。

沖縄県中部保健所生活衛生班までお問い合わ

せください。

沖縄県 中部保健所 生活衛生班

TEL：098-938-9787

24 提出書類

支援給付金の振込口座の通帳の表紙

及び表紙裏面の写しとは、通帳のど

の部分のことか。

口座番号及び名義人氏名（フリガナ）が確認

できる部分をいいます。

25 提出書類
支援給付金を別名義の口座に振り込

んでもらいたいが、可能か。

原則、支援給付金は申請者名義の口座に振り

込むこととなります。

26 提出書類

各宿泊施設の直近の公共料金の支払

明細書の写しにおいて、「公共料

金」とは何か。

電気料金やガス料金、公営水道料金のことを

いいます。各宿泊施設分このうちのいずれか

から１つ選択し、提出してください。
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27 提出書類

各宿泊施設の直近の公共料金の支払

明細書の写しにおいて、「直近」と

はいつのことか。

申請時点で最新のものをいいます。

28 提出書類
公共料金の支払明細書とは、具体的

に何をいうのか。

領収書や検針票（使用量のお知らせ）もしく

はこれに類する書類（管理システムから出力

されたものも可）で、該当する宿泊施設の

「契約者名と住所」または「宿泊施設名」が

確認できるものをいいます。

29 提出書類

宿泊施設を自宅の２階で営業してお

り、公共料金の支払明細書が、宿泊

施設部分と自宅部分の合計で表示さ

れている。この場合、支払明細書の

提出はどうしたらよいか。

電気料金やガス料金、公営水道料金の全てに

おいて、支払明細書が宿泊施設部分と自宅部

分の合計で表示されているのであれば、契約

者名と住所が確認できる当該公共料金どれか

１つの支払明細書を提出してください。

30 提出書類

各宿泊施設の直近の公共料金の支払

明細書の写しは、申請書兼請求書の

別紙に記入する宿泊施設分全て添付

しなければならないのか。

別紙に記載する宿泊施設分全て必要になりま

す。

31 提出書類
その他町長が必要と認める書類とは

何か。

提出していただいた書類で審査に必要な事項

が確認できなかった場合に提出を想定してい

る書類をいいます。そのため、特に必要がな

ければ提出を求めることはありません。

32 申請
申請書類の提出は郵送でなければ受

付されないか。

観光課の窓口でも受付は可能です。ただし、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた

め、原則郵送で提出していただきますようお

願いします。

33 申請
提出書類に不備があった場合はどう

なるのか。

申請書兼請求書に記載の連絡先に連絡しま

す。そのため、連絡先は必ず記入してくださ

い。
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34 交付決定
振込までだいたいどのくらいかかる

のか。

提出された書類等に不備や疑義がなければ、

およそ14日以内に振り込むことを想定して

います。ただし、申請が多数ある場合は、さ

らに日数がかかる可能性があります。

35 交付決定
北谷町から振込した際の名義は何

か。

北谷町会計管理者（チャタンチョウカイケイ

カンリシャ）となります。

36 その他
支援給付金を還付するのはどのよう

な場合か。

旅館業法や住宅宿泊事業法等、本事業の要綱

に違反した場合または、偽りその他不正の手

段により支援給付金の交付を受けた場合をい

います。

37 その他
なぜ本事業に関する書類を5年間保管

しなければならないのか。

本事業に関し、正式な手続きを経て支援給付

金の交付を受けたことを証明する証拠書類と

なるためです。


